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り雑純瞳ホーム手続き・申請パブリックコメント平成25年度原子力規制委員会股置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）等に関連する内規に
対する意見募集について※本件の意見募薬受付は終了しました。
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，乎成24年度
原子力規制委員会設置法（平成24年法律第47号）は、第180回国会に提出され、6月20日に成立し、6

月27日に公布されました。このうち附則第17条の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和32年法律第166号）等の改正については、原子力規制委員会設置後10ケ月以内であって政令で定める日に

施行することとなっており、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）

等の改正や、規則等の新設を行うこととしたいと考えております。

これに関連して、基準や手続きに関連した内規の整備を行いたいと考えており、内規案について、下記の要領に

て、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

標記、「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）等に関連する内規」に

対する意見がありましたら、以下の要領にて提出してください。

なお、「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）等」については、別

途、行政手続法によるパブリックコメントを実施しておいります。

｛ ）インターネットによるアクセス先

原子力規制委員会ホームページ

『原季力規制委員会設彊法の一部の施薇に伴う関係規則の蕊航篝に関する規則 鱈ヨ 篝に関通する内規IIこ

苅青霧謹冥募集について

記

I ｝1．意見募集案件

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）等に関連する内規（案）

国内縊雲文婁(28.)f､g･(.3.64(PDF･9iO.BMBﾘ,己
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基準に関連するもの

(28)原子力発電所の火山評価ガイド（仮称）

(29)原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（仮称）

(30)原子力発電所の外部火災評価ガイド（仮称）



(31源子力発電所の内部溢水防謹評価ガイド（仮称）

(32源子力発電所の内部火災影響呼価ガイド（仮称）

(33)炉心損傷損防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性の評価に係る標準評価手法（審査ガイド）（仮称）

(34)使用済燃料貯蔵プールにおける燃料損傷防止対策の有効性の評価に係る標準評価手法（審査ガイド）（仮
称）

(35)停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性の評価に係る標準評価手法（審査ガイド）（仮称）

(36)発電用軽水型原子炉施設における制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価手法について（設計基
準事故を超える事故）（審査ガイド）（仮称）

(37)敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（仮称）

(38)基準地震動及び耐溌設計方針に係る審査ガイド（仮称）

(39)基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（仮称）

(40)地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（仮称）

(41)耐震設計に係る工認審遼ガイド（仮称）

(42)耐津波股計に係る工認審査ガイド（仮称）

手続きに関連するもの

(43)発電用原子炉の設遁許可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈及び運用に
ついて（内規）（仮称）

(44)発電用原子炉施設の工事計画認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈
（内規）（仮称）

(45)発電用原子炉施設に係る特定機器の型式証明及び型式指定制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関
する規則の規定の解釈（内規）（仮称）

(46溌電用原子炉施設の溶接事集者検査制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈
（内規）販称）

(47)発電用原子領施設の使用前検査、施殴定期検査及び定期事業者検査制度に係る実用発電用原子炉の殴置、運
転等に関する規則の規定の解釈（内規）（仮称）

(48)発電用原子炉の運転期間延長翻可制度に係る実用発電用原子炉の設圏、運転等に関する規則の規定の解釈
（内規）（仮称）

(49)実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（仮称）

（1）～（27）にあたる「原子力規制委員会股置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）

等」については、別途、行政手続法によるパブリックコメントを実施しておいりますので、本意見募集の対象では

ありませんのでご注意ください。

2．御意見提出方法

御意見は理由を付して、御意見を提出される案件に応じて、下記ホームページ上の意見募集フォームに必要事項

を記入した上で送信いただくか、別添の意見提出用紙の必要事項を記入の上、下記宛先に対して郵送又は恥によ

り提出してください。

なお、提出していただく御意見は、必ず御意見の対象を該当箇所がわかるように、対象となる内規名を明記して

提出してください。

意見送付の宛先

募集案件（28）から（36）、（43）から（47）

ホームページ上の意見募集用フォーム

郵送・mXの織式【PDF:385KB】

郵送・閉Xの宛先

住所：〒106-8450

東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル

原子力瀦劉庁技術麹溜課パブコメ担当宛て

FAX:03-5114-2178

募集案件（37）から（42）



ホームページ上の意見募集用フォーム

郵送・mXの樺式【PDF:385KB】

郵送・FAXの宛先

住所：〒ﾕ06-8450

東京都港区六本木1-9-9六本木フアーストビル

原子力規制庁安全規制管理宮（地M蜜・津波安全対策担当）付パブコメ担当宛て

FAX:03-5114-2182

募集案件（48）、（49）

ホームページ上の意見募集用フォーム

鑑・恥の鎧【PDF:385KB】

郵送・mXの宛先

住新：〒106-8450

東京都港区六本木1-9-9六本木フアーストビル

原子力規制庁安全規制管理官(PWR･新型炉担当）付パブコメ担当宛て

FAX:03-5114-2179

3．御宣見堀咄生の注宣

（1）個人の場合は住所、氏名、職業及び連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、担当者氏名、所属及び連絡先

をそれぞれ配載してください。

（2）いただいた御意見については、意見募集期間終了後、個人惰報等を肥戯する欄を除き、原則として公表させ

ていただきます。（御意見自体は原則として全て公表しますので、御意見中には個人情報等の公開に適さな

い情報を配餓なさらないようお願いいたします。）

なお、いただいた御意見に個々に回答は致しかねますので、御了承願います．

（3）氏名．連絡先等の個人惰報については、いただいた御恵見の内容に不明な点があった場合などの問い合わせ

をさせていただくため、御記入いただくものです。御肥入いただいた情報は、今回の意見募築以外の用途に

は使用いたしません。

なお、いただいた御意見が下妃に該当する場合は、御意見の一部を伏せること、または、御意見として取り

扱わないことがあります．

御意見が意見募集の対象案件と無関係な場合

御意見の中に、特定の個人を瓢別することができる情報がある場合

特定の個人・法人の財産栂等を害するおそれがある場合

特定の個人・法人の誹膀中傷に該当する場合

事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に咳当する場合

入力された棡報が虚偽であると判明した場合

（4）意見が1000字を超える場合、目頭に要旨を記載してください。

（5）システムへのアクセスが集中した照等、動作が遅くなる場合がございます。少し時間を固いてから再度アク

セスしてください。また、締切日直前にアクセスが集中する堀合がございますので、余裕を持って申鯛い

ただくことをお勧めします。

4．意見程出期間

平成25年4月11日（木）から平成25年5月10日（金）までの30日間（期間内必着）

恵見提出方法に関する問合せ先

募集案件(28)から(36)、（43)から(47）

技術墓鯛鰹

担当：鈴木

電鱈:03-5851-335Z(代表）

03-5114-2109(直通）

募集案件(37)から(42）

安全規制管理官（地霞・津波安全対策損当）付

担当：中川、小林（祐）、桐原

電鱈：03-3581-3352（代表）

03-5114-2119(直通）
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識案件(48)､(49）
安全規制管理官(PWR･新型炉担

担当：佐久間、飯山

電話：03-3581-3352（代表）

03-5114-2113(直通）

当）付

康子力に関するお問い合わせは

こちら

利用規約プライバシーポリシーアクセシビリデイについて

原子力規制委員会（法人番号9000012110002)
〒106-8450束京都港区六本木1丁目9番9号TEL:03-3581-3352(代表）地図、アクセス

03-5114-2190
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